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 本年度も昨年度と同様、専任補導員２３人、地域補導員３３人、計５６人の補導員体制で青少年へ

の声掛け等、健全育成のための活動を推進していきます。 

センター補導（専任補導員とセンター職員による補導）４月～9 月 

・実施回数９回（新型コロナウイルス感染対策のため、8 月、９月の

補導活動は中止） 

・実施時間帯 15:00～16:30、18:30～20:00 

・主な巡回場所 ＪＲ掛川駅周辺、公園、海岸、ゲームセンター、ゲ

ームコーナー、ネットカフェ等 

・補導対象者はいませんでした。 

・声掛けの人数 小学生 31 人、中学生 4 人、高校生 26 人、その他 9 人 合計 70 人 

・今年も公園やゲームセンター、ゲームコーナー等で見かける子供たちは少なく、新型コロナウイル

スへの対応のために、自粛していると思われます。 

・海岸近くの駐車場には県外ナンバーの車が駐車しているのが目立ちました。 

県内一斉夏季少年補導・立入調査：７月に立入調査を中心に実施。 

有害図書類及び不健全図書類の状況、有害玩具類等及び不健全玩具類等の状況、携帯電話のフィル

タリングサービス利用状況及びフィルタリング有効化措置実施状況等について、市内２７店舗で立入

調査を実施しました。特に問題はなく、条例に沿った適正な運営が行われていることを確認しました。 

 

 

クロスボウ（ボーガン）が使用された凶悪事件（動物

や人の生命・身体に害を及ぼす事件）が相次ぎました。

そのため、令和３年６月 16 日に銃砲刀剣類所持等取締

法の一部が改正されました。これによりクロスボウの所

持が原則禁止されます。静岡県青少年のための良好な環

境整備に関する条例で有害玩具に指定されていました

が、所持することは問題ありませんでしたが、これからは所持自体が違法となります。クロスボウの

所持する場合は公安委員会に許可申請が必要となりますが、標的射撃や産業目的の用途のための所持

に限定されており鑑賞、収蔵の目的で所持許可を受けることはできません。 

 

青少年補導センターの活動状況 

クロスボウは所持禁止に 
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令和 2 年中に静岡県内の警察に検挙・補導された少年（20 歳未満）の 749 人で、前年から 114 人

減少しました。ここのところ減少傾向は続いており、全国も同様な傾向で

す。 

検挙・補導される少年が減少しており、青少年は落ち着いた状況といえ

ます。子供・若者に関わる問題がないわけではありません。検挙・補導さ

れた少年の全体数は減っていますが、児童買春・児童ポルノ禁止法と大麻

取締法の２つの罪種が増加しています。また、「どこにも居場所がない」

とする子供・若者の割合 2016 年度の 3.8％から 2019 年は 5.4％と増えて

いる現状があります。 

７月は「青少年の非行・被害防止強調月間」として多くの方に非行・被害防止に関心を高めてもら

おうとしています。そして、11 月は「子供・若者育成支援強調月間」として、より多くの方に、子供

・若者育成支援に関心を高めてもらえるようにと強調月間が設定されています。 

11 月の「子供・育成支援強調月間」では、「若者の社会的自立支援の促進」「子供を犯罪や有害情

報等から守るための取組の推進」「子供の貧困対策の推進」「児童虐待の予防と対応」「生活習慣の

見直しと家庭への支援」が重点事項として設定されていますが、「地域の子供は、地域の大人が育て

る」ということが基本となります。 

そのためには、大人一人一人が地域の子供・若者

に声を掛け、子供・若者をみんなで見守る地域づく

りを進めていくことが大切です。子供・若者一人一人に、周りの大人から明るい挨拶や励ましの言葉

などを掛けることを心掛ける。声を掛けることで、地域の子供・若者の些細な変化に気付くとともに、

虐待や非行などの早期発見・早期支援にもつながり、深刻化する前に支援の

手を差し伸べることができます。そのような目的から、静岡県でも「地域の

青少年声掛け運動」を展開しています。 

ぜひ、簡単な挨拶からでよいので機会をとらえては地域の子供・若者に声

掛けをし、青少年を健全な方向へ導くようにしていきましょう。 

相談を受け付けています。 一人で悩まないで相談しましょう！ 

青少年補導センター(市教育委員会内) 電話：0537-21-1189 

相談時間：(火～金) ９:００～１２:００  １３:００～１６:００ 

 

地域の子供・若者に声掛けを 


